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(54)【発明の名称】 周縁部に遮光性を有するタッチパネル

(57)【要約】
【課題】  画面の視認性を低コストで向上させることが
でき、タッチパネル付きＬＣＤを備えた製品の薄型化に
も対応できる周縁部に遮光性を有するタッチパネルを提
供する。
【解決手段】  透明絶縁基材の片面に透明電極が透明導
電膜の全部または一部をもって形成されるとともに配線
が形成された導電性パネルどうしを対向配置し、透明絶
縁基材間の周縁部に種々の目的で樹脂層を一層以上有す
るアナログ抵抗膜方式のタッチパネルにおいて、上記樹
脂層のうち少なくとも一層が黒く着色することにより遮
光機能を追加されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  透明絶縁基材の片面に透明電極が透明導
電膜の全部または一部をもって形成されるとともに配線
が形成された導電性パネルどうしを対向配置し、透明絶
縁基材間の周縁部に種々の目的で樹脂層を一層以上有す
るアナログ抵抗膜方式のタッチパネルにおいて、上記樹
脂層のうち少なくとも一層が黒く着色することにより遮
光機能を追加されていることを特徴とする周縁部に遮光
性を有するタッチパネル。
【請求項２】  導電性パネル間に形成された接着層が、
黒く着色することにより遮光機能を追加されている請求
項１記載の周縁部に遮光性を有するタッチパネル。
【請求項３】  導電性パネル周縁部の配線上に形成され
た配線オーバーコート層のうち少なくとも一層が、黒く
着色することにより遮光機能を追加されている請求項１
または請求項２のいずれかに記載の周縁部に遮光性を有
するタッチパネル。
【請求項４】  導電性パネル周縁部の透明導電膜上に形
成された絶縁パターニング層のうち少なくとも一層が、
黒く着色することにより遮光機能を追加されている請求
項１～３のいずれかに記載の周縁部に遮光性を有するタ
ッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術の分野】本発明は、画面の視認性を
低コストで向上させることができ、タッチパネル付きＬ
ＣＤを備えた製品の薄型化にも対応できる周縁部に遮光
性を有するタッチパネルに関する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、透明絶縁基材１１，２１の片
面に透明電極１２，２２が透明導電膜の全部または一部
をもって形成されるとともに配線が形成された導電性パ
ネル１，２どうしを対向配置し、対向配置したアナログ
抵抗膜方式のタッチパネルは、ワープロやパソコンなど
の液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）の画面上に配置され、透
視した画面の指示にしたがって指やペンなどで上から押
圧することにより位置入力が行われている。
【０００３】上記アナログ抵抗膜方式のタッチパネル
は、通常、透明絶縁基材１１，２１間の周縁部に種々の
目的で樹脂層を一層以上有している。このような樹脂層
の一例としては、図４に示すように、タッチ入力側の導
電性パネル１および画面側の導電性パネル２の導電性パ
ネル間に、導電性パネルどうしの接着を目的して形成さ
れる接着層３がある。また、導電性パネルのリード電極
２３、引き回し回路２４，２５、連絡電極２６等の配線
を有する面の周縁部に配線の酸化防止や僅かな間隔を空
けて並立する配線どうしの絶縁を目的として形成される
配線オーバーコート層２７、透明絶縁基材１１の透明導
電膜１２１を全面に有する面の周縁部を絶縁して透明電
極１２を得ることを目的として形成される絶縁パターニ
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ング層１４などがある。
【０００４】また、上記ＬＣＤ６に使用する照明として
は、ＬＣＤ６が透過型の場合はその背面にバックライト
７が配置され（図５参照）、ＬＣＤ６が反射型液晶の場
合はタッチパネル５との間にフロントライト８が配置さ
れる（図６参照）。いずれのライトも、透明な樹脂など
からなる導光板７１，８１の端面に冷陰極線管などの線
光源７２，８２が設けられ、導光板７１，８１の端面部
より取り込まれた光線は導光板７１，８１内を全反射し
ながら奥方へ導き、その一部を導光板７１，８１の片面
より出光してＬＣＤ６を照射するものである。
【０００５】近年、ワープロやパソコン等のタッチパネ
ル付きＬＣＤを備えた製品の小型化およびその画面の大
型化に伴い、上記バックライト７やフロントライト８の
導光板７１，８１の外形寸法が製品の画面寸法に近くな
ってきた結果、線光源７２，８２から導光板７１，８１
内に入射してそのまま線光源近傍より出射する強い光に
よって画面内の線光源７２，８２側エッジに近い部分に
輝線が発生し、視認性を低下させていた。また、導光板
７１，８１の線光源７２，８２を配置していない側面に
側面反射層７３，８３を設けた場合にも、側面反射層に
おける散乱反射によって画面内の側面反射層７３，８３
側エッジに近い部分に同様に輝線が発生していた。
【０００６】そこで、現在、タッチパネル５（図５、図
６参照）、あるいはバックライト７、フロントライト
８、ＬＣＤ６などに枠状の黒色遮光シート９を貼り付け
ることによって輝線の発生を抑える手段がとられてい
る。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の輝線対
策は、タッチパネルやＬＣＤ等の構成とは別に輝線対策
のみに黒色遮光シートを用意して貼り付ける作業が必要
であるため、製造コストがかかるという問題があった。
しかも、黒色遮光シートは枠状に切抜いて枠の内側の部
分を捨てることになるため無駄が多い。
【０００８】また、ワープロやパソコン等のタッチパネ
ル付きＬＣＤを備えた製品の総厚が黒色遮光シート分厚
くなるため、薄型化に対応できないという問題があっ
た。
【０００９】したがって、本発明の目的は、上記の問題
点を解決することにあり、画面の視認性を低コストで向
上させることができ、タッチパネル付きＬＣＤを備えた
製品の薄型化にも対応できる周縁部に遮光性を有するタ
ッチパネルを提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の周縁部に遮光性を有するタッチパネルは、
透明絶縁基材の片面に透明電極が透明導電膜の全部また
は一部をもって形成されるとともに配線が形成された導
電性パネルどうしを対向配置し、透明絶縁基材間の周縁
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部に種々の目的で樹脂層を一層以上有するアナログ抵抗
膜方式のタッチパネルにおいて、上記樹脂層のうち少な
くとも一層が黒く着色することにより遮光機能を追加さ
れているように構成した。
【００１１】たとえば、導電性パネル間に形成された接
着層が、黒く着色することにより遮光機能を追加されて
いるように構成した。
【００１２】また、導電性パネル周縁部の配線上に形成
された配線オーバーコート層のうち少なくとも一層が、
黒く着色することにより遮光機能を追加されているよう
に構成した。
【００１３】また、導電性パネル周縁部の透明導電膜上
に形成された絶縁パターニング層のうち少なくとも一層
が、黒く着色することにより遮光機能を追加されている
ように構成した。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下に、図を参照しながら本発明
に係る周縁部に遮光性を有するタッチパネルを詳細に説
明する。
【００１５】図１～３は本発明に係る周縁部に遮光性を
有するタッチパネル一実施例を示す分解図である。図
中、１は導電性パネル、１１は透明絶縁基材、１２は透
明電極、１２１は透明導電膜、１３はリード電極、１４
は絶縁パターニング層、１５は遮光機能付き絶縁パター
ニング層、２は導電性パネル、２１は透明絶縁基材、２
２は透明電極、２３はリード電極、２４，２５は引き回
し回路、２６は連絡電極、２７は配線オーバーコート
層、２８は遮光機能付き配線オーバーコート層、３は接
着層、４は遮光機能付き接着層、５はタッチパネル、６
はＬＣＤ、７はバックライト、７１は導光板、７２は線
光源、７３は側面反射板、８はフロントライト、８１は
導光板、８２は線光源、８３は側面反射板をそれぞれ示
す。
【００１６】まず、導電性パネル間に形成された接着層
が黒く着色することにより遮光機能を追加されている第
一実施形態について説明する（図１参照）。
【００１７】図１に示すタッチパネルのタッチ入力側の
導電性パネル１は、透明絶縁基材１１の片面の中央部に
透明電極１２と、その対向する辺にリード電極１３を有
してなる。
【００１８】一方、図１に示すタッチパネルの画面側の
導電性パネル２は、透明絶縁基材２１の片面の中央部に
透明電極２２と、その対向する辺にリード電極２３を有
しており、かつ透明電極２２の外側における絶縁部分に
２組の引き回し回路２４，２５をまとめて有している。
さらに、透明電極２２の外側における絶縁部分に連絡電
極２６も有している。引き回し回路２４，２５および連
絡電極２６は、透明電極２２およびリード電極２３とは
独立した状態に形成され、うち１組の引き回し回路２４
は同じパネルのリード電極２３と接続され、残りの１組
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の引き回し回路２５は連絡電極２６を介してタッチ入力
側の導電性パネル１のリード電極１３と接続される。
【００１９】また、上記タッチ入力側の導電性パネル１
と画面側の導電性パネル２は、透明電極１２，２２を内
側にして、かつタッチ入力側と画面側のパネルでリード
電極１３，２３が方形配置となるように対向配置されて
おり、その間に遮光機能付き接着層４が配置されてい
る。
【００２０】上記タッチ入力側の導電性パネル１の透明
絶縁基材１１としては、入力のために可撓性を有する必
要があり、一般にポリカーボネート系、ポリアミド系、
ポリエーテルケトン系等のエンジニアリングプラスチッ
ク、アクリル系、ポリエチレンテレフタレート系、ポリ
ブチレンテレフタレート系などの透明フィルム、それら
の積層体などが用いられる。なお、タッチ入力側の導電
性パネル１の透明絶縁基材１１の透明電極１２を設けた
面と反対の面にはハードコート層が形成されていてもよ
い。ハードコート層としては、シロキサン系樹脂などの
無機材料、あるいはアクリルエポキシ系、ウレタン系の
熱硬化型樹脂やアクリレート系の光硬化型樹脂などの有
機材料がある。また、タッチ入力側の導電性パネル１の
透明絶縁基材１１は、透明電極１２を設けた面と反対の
面に光反射防止のためにノングレア処理を施してもよ
い。たとえば、透明絶縁基材１１やハードコート層を凹
凸加工したり、ハードコート層中に体質顔料やシリカ、
アルミナなどの微粒子を混ぜたりする。
【００２１】上記画面側の導電性パネル２の透明絶縁基
材２１としては、ソーダーガラス、ホウケイ酸ガラス、
強化ガラスなどのガラス板のほか、ポリカーボネート
系、ポリアミド系、ポリエーテルケトン系等のエンジニ
アリングプラスチック、アクリル系、ポリエチレンテレ
フタレート系、ポリブチレンテレフタレート系などの透
明樹脂板または透明フィルム、それらの積層体などが用
いられる。
【００２２】上記透明電極１２，２２は、タッチ入力側
および画面側の導電性パネルの透明絶縁基材１１，２１
上の中央部のみに形成した透明導電膜として得ることが
できる。この透明導電膜のパターニング手段としては、
透明導電膜を全面に設けた後にレジスト・エッチング処
理によって不要な透明導電膜を除去する方法や、メタル
マスク等を介して透明導電膜をパターン形成する方法な
どが挙げられる。また、上記透明電極１２，２２の一方
又は両方は、透明絶縁基材上に全面的に形成された透明
導電膜の周縁部を絶縁パターニング層で覆い、その透明
導電膜の露出部分として得ることもできる。このような
透明導電膜の材料としては、酸化錫、酸化インジウム、
酸化アンチモン、酸化亜鉛、酸化カドミウム、インジウ
ムチンオキサイド（ＩＴＯ）などの金属酸化物膜、これ
らの金属酸化物を主体とする複合膜、金、銀、銅、錫、
ニッケル、アルミニウム、パラジウムなどの金属膜があ
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る。また、透明導電膜は多層形成してもよい。透明導電
膜の形成方法としては、たとえば真空蒸着法、スパッタ
リング法、イオンプレーティング法，ＣＶＤ法などがあ
る。
【００２３】上記リード電極１３，２３、引き回し回路
２４，２５および連絡電極２６としては、金、銀、銅、
ニッケルなどの金属あるいはカーボンなどの導電性を有
するペーストを用いる。これらの形成方法としては、ス
クリーン印刷、オフセット印刷、グラビア印刷、フレキ
ソ印刷などの印刷法、フォトレジスト法、刷毛塗法など
がある。
【００２４】上記遮光機能付き接着層４としては、絶縁
性の黒色顔料等、たとえば四酸酸化鉄で着色され、パネ
ル可視エリアに相当する部分および連絡電極２６に相当
する部分を打ち抜いた両面テープを用いる。また、両面
テープの代わりに接着剤、たとえば水性、アクリル系な
どの印刷糊を絶縁性の黒色顔料等で着色して用いてもよ
い。また、この遮光機能付き接着層４に上記透明導電膜
をパターニングする絶縁パターニング層の働きを兼ねさ
せてもよい。
【００２５】なお、第一実施形態は、図１に示したもの
に限定されず、たとえば図１に示すタッチパネルは画面
側の導電性パネル２に２組の引き回し回路をまとめて有
する構成になっているが、引き回し回路をまとめて形成
するパネルを画面側の導電性パネル２ではなくタッチ入
力側の導電性パネル１にしてもよいし、画面側の導電性
パネル２とタッチ入力側の導電性パネル１に１組ずつ引
き回し回路を形成するようにしてもよい。
【００２６】このように導電性パネル間に形成された接
着層をが黒く着色することにより遮光機能を追加されて
いるタッチパネルは、従来技術のようにタッチパネルの
構成とは別に輝線対策のための黒色遮光シートを用意し
て貼り付ける作業が不要であるため、画面の視認性を低
コストで向上させることができる。また、ワープロやパ
ソコン等のタッチパネル付きＬＣＤを備えた製品の総厚
が黒色遮光シートを必要としない分薄くなるため、薄型
化に対応できる。
【００２７】次に、導電性パネル周縁部の配線上に形成
された配線オーバーコート層のうち少なくとも一層が黒
く着色することにより遮光機能を追加されている第二実
施形態について説明する（図２参照）。
【００２８】図２に示すタッチパネルのタッチ入力側の
導電性パネル１は、透明絶縁基材１１の片面の中央部に
透明電極１２と、その対向する辺にリード電極１３を有
してなる。
【００２９】一方、図２に示すタッチパネルの画面側の
導電性パネル２は、透明絶縁基材２１の片面の中央部に
透明電極２２と、その対向する辺にリード電極２３を有
しており、かつ透明電極２２の外側における絶縁部分に
２組の引き回し回路２４，２５をまとめて有している。
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さらに、透明電極２２の外側における絶縁部分に連絡電
極２６も有している。引き回し回路２４，２５および連
絡電極２６は、透明電極２２およびリード電極２３とは
独立した状態に形成され、うち１組の引き回し回路２４
は同じパネルのリード電極２３と接続され、残りの１組
の引き回し回路２５は連絡電極２６を介してタッチ入力
側の導電性パネル１のリード電極１３と接続される。ま
た、上記引き回し回路２４，２５等の配線を有する面の
周縁部には遮光機能付き配線オーバーコート層２８が形
成され、引き回し回路２４，２５およびリード電極２３
を覆っている。
【００３０】また、上記タッチ入力側の導電性パネル１
と画面側の導電性パネル２は、透明電極１２，２２を内
側にして、かつタッチ入力側と画面側のパネルでリード
電極１３，２３が方形配置となるように対向配置されて
おり、その間に接着層３が配置されている。
【００３１】上記遮光機能付き配線オーバーコート層２
８は、引き回し回路等の配線の酸化防止や僅かな間隔を
空けて並立する配線どうしの絶縁を目的とするものであ
り、ソルダーレジストなどの絶縁性のある樹脂、フィル
ムなどを絶縁性の黒色顔料等、たとえば四酸酸化鉄で着
色して用いる。遮光機能付き配線オーバーコート層２８
の形成方法としては、スクリーン印刷、オフセット印
刷、グラビア印刷、フレキソ印刷などの印刷法、刷毛塗
法、フィルムラミネートなどがある。
【００３２】上記接着層３としては、パネル可視エリア
に相当する部分および連絡電極２６に相当する部分を打
ち抜いた両面テープを用いる。また、両面テープの代わ
りに接着剤、たとえば水性、アクリル系などの印刷糊を
用いてもよい。また、この接着層３に上記透明導電膜を
パターニングする絶縁パターニング層の働きを兼ねさせ
てもよい。
【００３３】図２に示された透明絶縁基材１１，２１、
透明電極１２，２２、リード電極１３，２３、引き回し
回路２４，２５および連絡電極２６は、第一実施形態と
同様である。
【００３４】なお、第二実施形態は図２に示したものに
限定されず、たとえば遮光機能付き配線オーバーコート
層を画面側の導電性パネル２ではなくタッチ入力側の導
電性パネル１に形成してもよい。また、画面側の導電性
パネル２とタッチ入力側の導電性パネル１のそれぞれに
遮光機能付き配線オーバーコート層を形成してもよい。
また、図２に示すタッチパネルは画面側の導電性パネル
２に２組の引き回し回路をまとめて有する構成になって
いるが、引き回し回路をまとめて形成するパネルを画面
側の導電性パネル２ではなくタッチ入力側の導電性パネ
ル１にしてもよいし、画面側の導電性パネル２とタッチ
入力側の導電性パネル１に１組ずつ引き回し回路を形成
するようにしてもよい。
【００３５】また、第二実施形態においても、接着層に
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7
代えて前記遮光機能付き接着層を形成してもよい。
【００３６】このように導電性パネル周縁部の配線上に
形成された配線オーバーコート層のうち少なくとも一層
が黒く着色することにより遮光機能を追加されているタ
ッチパネルは、従来技術のようにタッチパネルの構成と
は別に輝線対策のための黒色遮光シートを用意して貼り
付ける作業が不要であるため、画面の視認性を低コスト
で向上させることができる。また、ワープロやパソコン
等のタッチパネル付きＬＣＤを備えた製品の総厚が黒色
遮光シートを必要としない分薄くなるため、薄型化に対
応できる。
【００３７】次に、導電性パネル周縁部の透明導電膜上
に形成された絶縁パターニング層のうち少なくとも一層
が黒く着色することにより遮光機能を追加されている第
三実施形態について説明する（図３参照）。
【００３８】図３に示すタッチパネルのタッチ入力側の
導電性パネル１は、透明絶縁基材１１の片面に全面的に
形成された透明導電膜１２１の周縁部を遮光機能付き絶
縁パターニング層６で覆い、その透明導電膜１２１の露
出部分を透明電極１２して有し、透明電極１２の対向す
る辺にリード電極１３を有してなる。
【００３９】一方、図３に示すタッチパネルの画面側の
導電性パネル２は、透明絶縁基材２１の片面の中央部に
透明電極２２と、その対向する辺にリード電極２３を有
しており、かつ透明電極２２の外側における絶縁部分に
２組の引き回し回路２４，２５をまとめて有している。
さらに、透明電極２２の外側における絶縁部分に連絡電
極２６も有している。引き回し回路２４，２５および連
絡電極２６は、透明電極２２およびリード電極２３とは
独立した状態に形成され、うち１組の引き回し回路２４
は同じパネルのリード電極２３と接続され、残りの１組
の引き回し回路２５は連絡電極２６を介してタッチ入力
側の導電性パネル１のリード電極１３と接続される。
【００４０】また、上記タッチ入力側の導電性パネル１
と画面側の導電性パネル２は、透明電極１２，２２を内
側にして、かつタッチ入力側と画面側のパネルでリード
電極１３，２３が方形配置となるように対向配置されて
おり、その間に接着層３が配置されている。
【００４１】上記遮光機能付き絶縁パターニング層６
は、透明絶縁基材の透明導電膜を全面に有する面の周縁
部を絶縁して透明電極を得ることを目的するものであ
り、ソルダーレジストなどの絶縁性のある樹脂、フィル
ムなどを絶縁性の黒色顔料等、たとえば四酸酸化鉄で着
色して用いる。遮光機能付き絶縁パターニング層６の形
成方法としては、スクリーン印刷、オフセット印刷、グ
ラビア印刷、フレキソ印刷などの印刷法、刷毛塗法、フ
ィルムラミネートなどがある。
【００４２】図３に示された透明絶縁基材１１，２１、
透明電極２２、リード電極１３，２３、引き回し回路２
４，２５および連絡電極２６は、接着層３は第一実施形
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態および第二実施形態と同様である。
【００４３】また、図３に示された透明電極１２は、透
明絶縁基材上に全面的に形成された透明導電膜の周縁部
を遮光機能付き絶縁パターニング層１５で覆い、その透
明導電膜の露出部分として得るものに限定される以外、
第一実施形態および第二実施形態と同様である。
【００４４】なお、第三実施形態は図３に示したものに
限定されず、たとえば遮光機能付き絶縁パターニング層
をタッチ入力側の導電性パネル１ではなく画面側の導電
性パネル２に形成してもよい。つまり、画面側の導電性
パネル２の透明導電膜を全面的に形成してその周縁部を
遮光機能付き絶縁パターニング層で絶縁して透明電極２
２としてもよい。また、画面側の導電性パネル２とタッ
チ入力側の導電性パネル１のそれぞれに遮光機能付き絶
縁パターニング層を形成してもよい。また、図３に示す
タッチパネルは画面側の導電性パネル２に２組の引き回
し回路をまとめて有する構成になっているが、引き回し
回路をまとめて形成するパネルを画面側の導電性パネル
２ではなくタッチ入力側の導電性パネル１にしてもよい
し、画面側の導電性パネル２とタッチ入力側の導電性パ
ネル１に１組ずつ引き回し回路を形成するようにしても
よい。
【００４５】また、第三実施形態においても、接着層に
代えて前記遮光機能付き接着層を形成してもよいし、配
線オーバーコート層に代えて前記遮光機能付き配線オー
バーコート層を形成してもよい。
【００４６】このように導電性パネル周縁部の透明導電
膜上に形成された絶縁パターニング層のうち少なくとも
一層が黒く着色することにより遮光機能を追加されてい
るタッチパネルは、従来技術のようにタッチパネルの構
成とは別に輝線対策のための黒色遮光シートを用意して
貼り付ける作業が不要であるため、画面の視認性を低コ
ストで向上させることができる。また、ワープロやパソ
コン等のタッチパネル付きＬＣＤを備えた製品の総厚が
黒色遮光シートを必要としない分薄くなるため、薄型化
に対応できる。
【００４７】また、本発明の周縁部に遮光性を有するタ
ッチパネルは、上記第一実施形態乃至第三形態のように
限定されるものでなく、透明絶縁基材間の周縁部に種々
の目的で形成される樹脂層であれば、接着層、配線オー
バーコート層、絶縁パターニング層以外の層を黒く着色
して遮光機能を追加するようにしてもよい。
【００４８】また、本発明の周縁部に遮光性を有するタ
ッチパネルは、タッチ入力側の導電性パネル１の透明電
極１２または画面側の導電性パネル２の透明電極２２の
表面に、ドット状スペーサが形成されていてもよい。ド
ット状スペーサとしては、たとえばメラミンアクリレー
ト樹脂、ウレタンアクリレート樹脂、エポキシアクリレ
ート樹脂、メタアクリルアクリレート樹脂、アクリルア
クリレート樹脂などのアクリレート樹脂、ポリビニール
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アルコール樹脂などの透明な光硬化型樹脂をフォトプロ
セスで微細なドット状に形成して得ることができる。ま
た、印刷法により微細なドットを多数形成してスペーサ
とすることもできる。また、無機物や有機物からなる粒
子の分散液を噴霧、または塗布して乾燥することによっ
ても得ることができる。
【００４９】また、タッチ入力側および画面側の導電性
パネルの透明絶縁基材は、透明電極の支持体としての機
能だけでなく、さらに別の光学的機能等も有していても
よい。たとえば、円偏光タイプの反射防止フィルターを
タッチパネル内に備える場合、特開平１０－４８６２５
号公報などで示されているように、タッチパネルが液晶
ディスプレイ側から順に第１の１／４波長板、スペーサ
を介して対向する２層の透明電極、第１の１／４波長板
と光軸が直交する第２の１／４波長板、偏光板を少なく
とも配置した構成をとるため、画面側の導電性パネルの
透明絶縁基材として第１の１／４波長板を用いたり、タ
ッチ入力側の導電性パネルの透明絶縁基材として第２の
１／４波長板を用いたりすることができる。なお、上記
１／４波長板とは、直線偏光を分解した互いに直交する
２成分の偏光に時間的な位相のズレ（位相差）を与える
ことにより、直線偏光を円偏光あるいは略円偏光に変え
る機能を持ち、一方の偏光を可視光領域（約４００ｎｍ
～７００ｎｍ）の中心波長（約５５０ｎｍ）の入射光に
対し１／４波長だけ位相を遅らせる機能を持たせた透明
樹脂板または透明フィルムである。
【００５０】
【発明の効果】本発明の周縁部に遮光性を有するタッチ
パネルは、以上のとおりの構成を有するので、次のよう
な優れた効果を有する。
【００５１】すなわち、透明絶縁基材の片面に透明電極
が透明導電膜の全部または一部をもって形成されるとと
もに配線が形成された導電性パネルどうしを対向配置
し、透明絶縁基材間の周縁部に種々の目的で樹脂層を一
層以上有するアナログ抵抗膜方式のタッチパネルにおい
て、上記樹脂層のうち少なくとも一層が黒く着色するこ
とにより遮光機能を追加されているので、従来技術のよ
うにタッチパネルの構成とは別に輝線対策のための黒色
遮光シートを用意して貼り付ける作業が不要であるた
め、画面の視認性を低コストで向上させることができ
る。
【００５２】また、ワープロやパソコン等のタッチパネ
ル付きＬＣＤを備えた製品の総厚が黒色遮光シートを必
要としない分薄くなるため、薄型化に対応できる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る周縁部に遮光性を有するタッチパ
ネル一実施例を示す分解図である。
【図２】本発明に係る周縁部に遮光性を有するタッチパ
ネル一実施例を示す分解図である。
【図３】本発明に係る周縁部に遮光性を有するタッチパ
ネル一実施例を示す分解図である。である。
【図４】従来技術に係るタッチパネル一実施例を示す分
解図である。
【図５】従来技術に係るアナログ抵抗膜方式のタッチパ
ネルの遮光の様子を説明する模式図である。
【図６】従来技術に係るアナログ抵抗膜方式のタッチパ
ネルの遮光の様子を説明する模式図である。
【符号の説明】
１  導電性パネル
１１  透明絶縁基材
１２  透明電極
１２１  透明導電膜
１３  リード電極
１４  絶縁パターニング層
１５  遮光機能付き絶縁パターニング層
２  導電性パネル
２１  透明絶縁基材
２２  透明電極
２３  リード電極、
２４  引き回し回路
２５  引き回し回路
２６  連絡電極
２７  配線オーバーコート層
２８  遮光機能付き配線オーバーコート層
３  接着層
４  遮光機能付き接着層
５  タッチパネル
６  ＬＣＤ
７  バックライト
７１  導光板
７２  線光源
７３  側面反射板
８  フロントライト
８１  導光板
８２  線光源
８３  側面反射板
９  黒色遮光シート
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